
甲 第 １４６ 号 議 案 

   岡山芸術創造劇場条例の制定について 

 岡山芸術創造劇場条例を次のように制定するものとする。 

令和 ２ 年 ９ 月 １ 日提出 

岡山市長 大  森  雅  夫 

岡山市条例第   号 

岡山芸術創造劇場条例 

（目的及び設置） 

第１条 市民の自主的な文化芸術に関する活動を促進し，岡山の文化芸術の一層の発展及

び新たな文化芸術の創造を図るとともに，広域的な交流を促進し，まちのにぎわいの創

出につなげ，もって心豊かで活力のある地域社会の実現に寄与するため，岡山市北区表

町三丁目１０番，１１番，２３番及び２４番に岡山芸術創造劇場（以下「劇場」とい

う。）を設置する。 

 （事業） 

第２条 劇場は，前条に規定する目的を達成するため，次の事業を行う。 

 (1) 文化芸術等の鑑賞及び普及のための事業の企画及び実施に関すること。 

 (2) 教育，福祉，産業等の幅広い分野の施策と連携した事業の企画及び実施に関するこ

と。 

 (3) 多様な人々が集い，憩い，及び交流することができる公演，催事等の開催，情報の

収集及び提供等に関すること。 

 (4) 新たな文化芸術の創造活動の支援に関すること。 

 (5) 前各号に掲げる事業に係る国際交流及び人材育成に関すること。 

 (6) 前各号に掲げるもののほか，劇場の利用促進又は前条に規定する目的の達成のため

市長が必要と認める事業 

 （指定管理者による管理等） 



第３条 劇場の管理に関する業務のうち，次に掲げるものについては，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により，市長が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

 (1) 前条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

 (2) 劇場の使用の許可に関する業務 

 (3) 劇場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

 (4) その他劇場の管理上市長が必要と認める業務 

 （指定管理者の指定等） 

第４条 劇場の指定管理者の指定を受けようとするものは，劇場の事業計画に関する書類

その他規則で定める書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，次の各号のいずれにも該当するもの

のうちから指定管理者の候補者を選定し，議会の議決を経て指定管理者を指定しなけれ

ばならない。 

 (1) その事業計画による劇場の運営が住民の平等利用を確保することができるものであ

ること。 

 (2) その事業計画の内容が劇場の効用を最大限に発揮させるとともに，その管理に係る

経費の縮減が図られるものであること。 

 (3) その事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。 

 (4) その他市長が必要と認める事項 

３ 市長は，指定管理者の指定をしたとき，若しくはその指定を取り消したとき，又は管

理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは，遅滞なくその旨を公告しなけ

ればならない。 

４ 市長は，指定管理者の指定の期間満了に伴い，指定管理者として指定されているもの

（以下「現指定管理者」という。）から第１項の規定による申請があった場合において，

同項に規定する書類を審査し，かつ，実績等を考慮して，現指定管理者が第１条に規定

する目的を最も効果的に達成することができると認められるときは，現指定管理者を指

定管理者の候補者として選定することができる。 

第５条 指定管理者は，指定が効力を有する間，第７条，第８条，第１０条，第１１条及



び第１４条から第１６条までに規定する市長の権限を指定管理者の名において行うもの

とする。ただし，地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により，管理運営の業務の

全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを

除く。 

 （事業報告書の作成及び提出） 

第６条 指定管理者は，毎年度終了後速やかに，次の事項を記載した事業報告書を作成し，

市長に提出しなければならない。年度の途中において指定を取り消されたときも，同様

とする。 

(1) 劇場の管理運営業務の実施状況及び使用状況 

(2) 劇場の管理運営に係る経費の収支状況 

(3) その他規則で定める事項 

 （使用の許可） 

第７条 劇場を使用（準備又は片付けのための使用を含む。）しようとする者は，市長の

許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも，同様とす

る。 

２ 前項の許可は，別表に掲げる施設区分及び時間帯区分ごとに行う。ただし，特別の事

情があると市長が認める場合はこの限りでない。 

３ 午前及び午後の時間帯区分の使用の許可を受けた者は正午から午後１時までの間も使

用でき，午後及び夜間の時間帯区分の使用の許可を受けた者は午後５時から午後６時ま

での間も使用できる。 

４ 市長は，第１項の許可をする場合において，劇場の管理上必要があると認めるときは，

条件を付することができる。 

（使用許可の制限） 

第８条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，劇場の使用を許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。 

(2) 劇場の施設又は設備（以下「施設等」という。）を毀損し，汚損し，又は滅失する

おそれがあるとき。 

(3) その他劇場の管理上支障があるとき。 



（目的外の使用禁止等） 

第９条 第７条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，許可を受けた目

的以外に劇場を使用し，又は使用する権利を譲渡し，若しくは転貸することができない。 

（使用許可の取消し等） 

第１０条 市長は，使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は劇場の管理上やむを

得ない事態が発生したときは，許可した事項を変更し，又は使用の停止を命じ，若しく

は使用の許可を取り消すことができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。 

(3) 第８条各号のいずれかに該当することとなったとき。 

２ 前項の処分により，使用者が損害を受けることがあっても，市はその賠償の責めを負

わない。 

（使用料） 

第１１条 使用者は，別表に定める使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の使用料は，前納とする。ただし，国又は地方公共団体が使用するとき及び当初

に許可を受けた時間帯区分を超過し，又は繰り上げて使用することの許可を受けた場合

等市長がやむを得ないと認めるときは，使用後に納付することができる。 

３ 使用者は，附属設備を使用するときは，規則で定める使用料を納付しなければならな

い。 

（使用料の減免） 

第１２条 市長は，特別の理由があると認めるときは，前条第１項及び第３項の使用料を

減額し，又は免除することができる。 

（使用料の還付） 

第１３条 既納の使用料は，還付しない。ただし，規則で定める事由があるときは，既納

の使用料の全部又は一部を還付することができる。

（特別の設備等の設置） 

第１４条 使用者は，特別の設備等を設置しようとするときは，市長の許可を受けなけれ

ばならない。 



２ 前項の規定により特別の設備等を設置したときは，使用者は使用後直ちにこれを撤去

し，原状に復さなければならない。第１０条第１項の規定により使用許可を取り消され

たときも同様とする。 

３ 市長は，管理上必要があると認めるときは，使用者の負担において，必要な設備等の

設置を義務付けることができる。 

（入場の制限） 

第１５条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対して，劇場への入場を制限し，

又は劇場からの退場を命ずることができる。 

(1) 他人に危害を及ぼし，又は迷惑をかけるおそれのある物品等を携行する者 

(2) めいてい等により他人に危害を及ぼし，又は迷惑をかけるおそれのある者 

(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者 

(4) その他劇場の管理上支障がある者 

（行為の制限） 

第１６条 劇場において，次に掲げる行為をしようとする者は，市長の許可を受けなけれ

ばならない。 

(1) 募金その他これに類する行為 

(2) 物品の販売，宣伝，広告その他これらに類する行為 

 (3) 使用者が大劇場，中劇場，小劇場又は各練習室内において飲食し，又は入場者に飲

食させる行為 

（使用者の管理責任） 

第１７条 使用者は，劇場の使用に当たっては，施設等を善良な管理者の注意をもって管

理するものとする。 

（原状回復の義務） 

第１８条 使用者は，施設等の使用が終わったときは，職員の指示に従い直ちにこれを原

状に復さなければならない。第１０条第１項の規定により使用許可を取り消されたとき

も同様とする。 

２ 指定管理者は，その指定の期間が満了したとき，又は指定を取り消され，若しくは管

理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは，その管理しなくなった施



設等を直ちに原状に復さなければならない。

（損害賠償） 

第１９条 指定管理者又は使用者は，故意又は過失により，施設等を毀損し，汚損し，又

は滅失したときは，これを原状に復し，又はその損害を市に賠償しなければならない。 

（委任） 

第２０条 この条例の施行について必要な事項は，規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から起算して３年を超えない範囲内において，規則で定める日

から施行する。ただし，次項から附則第５項までの規定は，公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 劇場の指定管理者の指定を受けようとするものは，この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）前においても，第４条第１項の規定の例により，その指定の申請をする

ことができる。 

３ 市長は，前項の規定による指定の申請があったときは，施行日前においても，第４条

第２項の規定の例により，その指定をすることができる。 

４ 市長は，前項の規定による指定を行ったときは，施行日前においても，第４条第３項

の規定の例により，その旨を公告するものとする。 

５ 第７条の許可を受けようとするものは，施行日前においても，第７条の規定の例によ

り，市長の許可を受けることができる。

別表（第１１条関係）                          

単位  円

時間帯区分 

施設区分 

午前 午後 夜間 全日 

午前９時から正

午まで 

午後１時から午

後５時まで 

午後６時から午

後１０時まで 

午前９時から午

後１０時まで 

大劇場 平日 ６６，０００１２５，０００１６２，０００２８０，０００

その他 ８０，０００１５０，０００１９５，０００３３６，０００

大劇場 平日 ４６，０００ ８８，０００１１３，０００１９６，０００



１階席のみ

利用 

その他 ５６，０００１０５，０００１３７，０００２３５，０００

中劇場 平日 ３７，０００ ７１，０００ ９４，０００１６３，０００

その他 ４６，０００ ８９，０００１１８，０００２０４，０００

小劇場 平日 １３，０００ ２５，０００ ３３，０００ ５７，０００

その他 １６，０００ ３１，０００ ４０，０００ ６８，０００

大練習室 平日 １３，０００ ２５，０００ ３３，０００ ５７，０００

その他 １６，０００ ３１，０００ ４０，０００ ６８，０００

練習室Ｂ－１ ６，０００ ８，０００ ８，０００ ２２，０００

練習室Ｂ－２ ６，０００ ８，０００ ８，０００ ２２，０００

練習室３－１ ３，０００ ４，０００ ４，０００ １１，０００

練習室３－２ ８，０００ １０，０００ １０，０００ ２８，０００

練習室３－３ ５，０００ ７，０００ ７，０００ １９，０００

練習室３－４ ３，０００ ５，０００ ５，０００ １３，０００

練習室３－５ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ６，０００

練習室４－１ ８，０００ １０，０００ １０，０００ ２８，０００

練習室４－２ ５，０００ ７，０００ ７，０００ １９，０００

練習室４－３ ３，０００ ４，０００ ４，０００ １１，０００

練習室４－４ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ６，０００

大
劇
場
楽
屋

中楽屋４ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ６，０００

中楽屋５ １，０００ １，０００ １，０００ ３，０００

中楽屋６ １，０００ １，０００ １，０００ ３，０００

中楽屋７ １，０００ １，０００ １，０００ ３，０００

中楽屋８ １，０００ １，０００ １，０００ ３，０００

中楽屋９ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ６，０００

中楽屋１０ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ６，０００

中楽屋１１ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ６，０００

中楽屋１２ １，０００ １，０００ １，０００ ３，０００



中
劇
場
楽
屋

中楽屋４ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ６，０００

中楽屋５ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ６，０００

中楽屋６ ２，０００ ２，０００ ２，０００ ６，０００

備考  

 １ 平日 

   この表において「平日」とは，土曜日，日曜日及び休日（国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日をいう。）を除く日をいう。 

 ２ 大劇場等の主たる使用目的に供する日の使用料の割増し 

次の各号に掲げる場合の大劇場，中劇場，小劇場及び大練習室（以下「大劇場 

等」という。）の主たる使用目的に供する日の使用料は，当該各号に定める額とす

る。 

(1) 第１６条第３号の許可（大劇場又は中劇場に係る許可に限る。次号において同

じ。）を受けた場合であって，同条第２号の許可を受け，又は入場者から入場料

又はこれに類するもの（以下「入場料等」という。）として５，０００円を超え

る額を収受するとき 別表に掲げる使用料（以下「基本使用料」という。）に４

を乗じて得た額 

  (2) 第１６条第３号の許可を受けたとき（前号の場合を除く。） 基本使用料に３

を乗じて得た額 

 (3) 第１６条第２号の許可を受け，又は入場者から入場料等として５，０００円を

超える額を収受するとき（第１号の場合を除く。） 基本使用料に２を乗じて得

た額 

 ３ 大劇場等の主たる使用目的に供する日以外の日の使用料の減額 

    大劇場等の主たる使用目的に供する日以外の日の使用料は，基本使用料に０．５

を乗じて得た額とする。 

 ４ 当初に許可を受けた時間帯区分を超過し，又は繰り上げて使用する場合の使用料 

   (1) 当初に許可を受けた時間帯区分を新たな許可を受けて超過し，又は繰り上げて

使用することができる場合は３０分を限度とし，その使用料は当該時間帯区分の

基本使用料の額に備考２又は備考３を適用した額に０．２を乗じて得た額とする。



ただし，やむを得ず許可を受けて３０分を超えて超過し，又は繰り上げて使用す

る場合は，当該時間帯区分の後又は前の時間帯区分の基本使用料の額に備考２又

は備考３を適用した額とする。 

   (2) 前号の規定にかかわらず，許可を受けて当初に許可を受けた時間帯区分を超過

し，又は繰り上げて午前９時前又は午後１０時後に使用する場合の使用料は，１

時間につき夜間の時間帯区分の１時間当たりの基本使用料の額に２を乗じて得た

額とする。 

 ５ その他 

 使用料の額に１００円未満の端数があるときは，その端数金額を切り上げるもの

とする。 

提案理由 

  岡山芸術創造劇場を設置するため，本条例を制定しようとするものである。 


